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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水洗トイレであって、前記トイレは、
　水源と流体連通している便器であって、前記便器は、超音波信号を伝送することが可能
な送信機と、超音波信号を受信することが可能な受信機とを備えているセンサを搭載され
、前記センサは、前記信号の飛行時間（ＴｏＦ）を測定し、ＴｏＦ測定値を取得するよう
に構成されている、便器と、
　前記センサに電気的に接続されているマイクロコントローラであって、前記マイクロコ
ントローラは、前記ＴｏＦ測定値を受信し、それを処理し、便器ステータスを決定するよ
うに構成されている、マイクロコントローラと、
　前記便器と前記水源との間に配置されている少なくとも１つの水弁と
　を備え、
　前記少なくとも１つの水弁は、前記マイクロコントローラに電気的に接続され、前記マ
イクロコントローラは、ある持続時間にわたって第１の位置から第２の位置に移動するよ
うに少なくとも１つの水弁に命令し、前記持続時間は、前記便器ステータスに対応してい
る、トイレ。
【請求項２】
　減衰されたＴｏＦ測定値は、前記便器ステータスの変化を示す、請求項１に記載のトイ
レ。
【請求項３】
　前記センサは、ピエゾセラミックセンサである、請求項１に記載のトイレ。
【請求項４】
　前記センサは、前記便器の外部に搭載されている、請求項１に記載のトイレ。
【請求項５】
　前記センサは、前記便器の内部に搭載されている、請求項１に記載のトイレ。
【請求項６】
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　前記センサは、前記便器の底部の中心に搭載されている、請求項１に記載のトイレ。
【請求項７】
　前記送信機は、前記便器の第１の側に搭載され、前記受信機は、前記第１の側と対向す
る前記便器の第２の側に搭載されている、請求項１に記載のトイレ。
【請求項８】
　前記水弁は、電気機械的に動作させられる弁である、請求項１に記載のトイレ。
【請求項９】
　前記水弁は、ソレノイド弁である、請求項１に記載のトイレ。
【請求項１０】
　前記水弁は、洗浄弁である、請求項１に記載のトイレ。
【請求項１１】
　前記便器ステータスは、「液体」、「固体」、および「中間」から選択される、請求項
１０に記載のトイレ。
【請求項１２】
　前記便器ステータスは、「液体」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
請求項１１に記載のトイレ。
【請求項１３】
　前記便器ステータスは、「低水位」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉
鎖位置から開放位置に移動させられ、水封を復元するために十分な量の水を放出する、請
求項１０に記載のトイレ。
【請求項１４】
　前記便器ステータスは、「固体」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
請求項１１に記載のトイレ。
【請求項１５】
　前記便器ステータスは、「中間」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
請求項１１に記載のトイレ。
【請求項１６】
　前記水弁は、水源弁である、請求項１に記載のトイレ。
【請求項１７】
　前記便器ステータスは、「漏出」、「液体閉塞」、「固体閉塞」、および「物体」から
選択される、請求項１４に記載のトイレ。
【請求項１８】
　前記水弁は、開放位置から閉鎖位置に移動させられる、請求項１７に記載のトイレ。
【請求項１９】
　前記便器上のユーザまたは前記便器に近接したユーザの存在を検出するための二次セン
サをさらに備え、前記二次センサは、前記マイクロコントローラに電気的に接続されてい
る、請求項１に記載のトイレ。
【請求項２０】
　前記二次センサは、前記便器の正面のユーザの存在を検出するための赤外線（ＩＲ）セ
ンサである、請求項１９に記載のトイレ。
【請求項２１】
　前記二次センサは、前記便器の中への便器内容物の堆積を検出するための赤外線（ＩＲ
）センサである、請求項１９に記載のトイレ。
【請求項２２】
　水洗トイレ上に搭載するためのシステムであって、前記システムは、
　ｉ）マイクロコントローラに電気的に接続されているセンサであって、前記センサは、
超音波信号を伝送するための送信機と、前記超音波信号を受信するための受信機とを備え
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、前記センサは、使用時、前記信号のＴｏＦ測定値を生成するように構成されている、セ
ンサと、
　ｉｉ）マイクロコントローラと
　を備え、
　前記マイクロコントローラは、前記ＴｏＦ測定値を受信し、それを処理し、使用時の便
器ステータスを決定するように構成され、水洗トイレの少なくとも１つの水弁に電気的に
接続可能である、システム。
【請求項２３】
　減衰されたＴｏＦ測定値は、前記便器ステータスの変化を示す、請求項２２に記載のシ
ステム。
【請求項２４】
　前記センサは、使用時、前記送信機が前記便器の第１の側に搭載可能であり、前記受信
機が前記第１の側と対向する前記便器の第２の側に搭載可能であるように構成されている
、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記センサは、ピエゾセラミックセンサである、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記便器上のユーザまたは前記便器に近接したユーザの存在を検出するための二次セン
サをさらに含み、前記二次センサは、前記マイクロコントローラに電気的に接続可能であ
る、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記二次センサは、前記便器の正面のユーザの存在を検出するための赤外線（ＩＲ）セ
ンサである、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記二次センサは、前記便器の中への便器内容物の堆積を検出するための赤外線（ＩＲ
）センサである、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２９】
　水洗トイレであって、前記水洗トイレは、
　外面と内面とを有する便器と、
　前記便器の外面上に位置しているセンサと
　を備え、
　前記センサは、前記便器の内部空間内の活動を識別するように構成されている、水洗ト
イレ。
【請求項３０】
　減衰された信号は、前記便器の前記内部空間内の前記活動を識別する、請求項２９に記
載の水洗トイレ。
【請求項３１】
　前記センサは、前記便器の外面の底部上に位置している、請求項２９に記載の水洗トイ
レ。
【請求項３２】
　前記センサは、前記便器の外面の第１の側に位置している送信機と、前記便器の外面の
第２の側に位置している受信機とをさらに備え、前記送信機および前記受信機は、前記便
器の外面上の同じ軸方向高さに位置している、請求項２９に記載の水洗トイレ。
【請求項３３】
　前記センサと通信しているマイクロコントローラをさらに備え、前記マイクロコントロ
ーラは、前記活動への応答を開始するように構成されている、請求項２９に記載の水洗ト
イレ。
【請求項３４】
　前記活動は、前記便器内の固体廃棄物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの高
量洗浄を実施するために弁を開放することである、請求項３３に記載の水洗トイレ。
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【請求項３５】
　前記活動は、前記便器内の液体廃棄物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの低
量洗浄を実施するために弁を開放することである、請求項３３に記載の水洗トイレ。
【請求項３６】
　前記活動は、前記便器の中への漏出であり、前記応答は、水供給弁を閉鎖することであ
る、請求項３３に記載の水洗トイレ。
【請求項３７】
　前記活動は、前記便器内の低水位の存在であり、前記応答は、水供給弁を開放すること
である、請求項３３に記載の水洗トイレ。
【請求項３８】
　前記活動は、前記便器内の高水位の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの洗浄を
防止するために閉鎖することである、請求項３３に記載の水洗トイレ。
【請求項３９】
　前記便器内の高水位は、前記水洗トイレ内の固体閉塞物に起因する、請求項３８に記載
の水洗トイレ。
【請求項４０】
　前記便器内の高水位は、前記水洗トイレの上流のライン閉塞物に起因する、請求項３８
に記載の水洗トイレ。
【請求項４１】
　前記活動は、中間内容物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの低量洗浄を実施
することである、請求項３３に記載の水洗トイレ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　ある実施形態によると、水洗トイレが、外面と、内面とを有する便器と、便器の外面上
に位置しているセンサとを含み得、センサは、便器の内部空間内の活動を識別するように
構成される。センサは、便器の外面の底部上に位置し得る。センサは、便器の外面の第１
の側に位置し、受信機が、便器の外面の第２の側に位置し得、送信機および受信機は、便
器の外面上の同一の軸方向高さに位置する。水洗トイレは、センサと通信しているマイク
ロコントローラを含み、マイクロコントローラは、活動への応答を開始するように構成さ
れ得る。識別される活動は、便器内の固体廃棄物の存在であり得、応答は、水洗トイレの
高量洗浄を実施するために弁を開放することである。活動は、便器内の液体廃棄物の存在
であり得、応答は、水洗トイレの低量洗浄を実施するために弁を開放することである。活
動は、便器の中への漏出であり得、応答は、水供給弁を閉鎖することである。活動は、便
器内の低水位の存在であり得、応答は、水供給弁を開放することである。活動は、便器内
の高水位の存在であり得、応答は、水洗トイレの洗浄を防止するために閉鎖することであ
る。便器内の高水位は、水洗トイレ内の固体閉塞物に起因する。便器内の高水位は、水洗
トイレの上流のライン閉塞物に起因する。活動は、中間内容物の存在であり得、応答は、
水洗トイレの低量洗浄を実施することである。
　本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　水洗トイレであって、前記トイレは、
　水源と流体連通している便器であって、前記便器は、超音波信号を伝送することが可能
な送信機と、超音波信号を受信することが可能な受信機とを備えているセンサを搭載され
、前記センサは、前記信号の飛行時間（ＴｏＦ）を測定し、ＴｏＦ測定値を取得するよう
に構成されている、便器と、
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　前記センサに電気的に接続されているマイクロコントローラであって、前記マイクロコ
ントローラは、前記ＴｏＦ測定値を受信し、それを処理し、便器ステータスを決定するよ
うに構成されている、マイクロコントローラと、
　前記便器と前記水源との間に配置されている少なくとも１つの水弁と
　を備え、
　前記少なくとも１つの水弁は、前記マイクロコントローラに電気的に接続され、前記マ
イクロコントローラは、ある持続時間にわたって第１の位置から第２の位置に移動するよ
うに少なくとも１つの水弁に命令し、前記持続時間は、前記便器ステータスに対応してい
る、トイレ。
（項目２）
　前記センサは、ピエゾセラミックセンサである、項目１に記載のトイレ。
（項目３）
　前記センサは、前記便器の外部に搭載されている、項目１に記載のトイレ。
（項目４）
　前記センサは、前記便器の内部に搭載されている、項目１に記載のトイレ。
（項目５）
　前記センサは、前記便器の底部の中心に搭載されている、項目１に記載のトイレ。
（項目６）
　前記送信機は、前記便器の第１の側に搭載され、前記受信機は、前記第１の側と対向す
る前記便器の第２の側に搭載されている、項目１に記載のトイレ。
（項目７）
　前記水弁は、電気機械的に動作させられる弁である、項目１に記載のトイレ。
（項目８）
　前記水弁は、ソレノイド弁である、項目１に記載のトイレ。
（項目９）
　前記水弁は、洗浄弁である、項目１に記載のトイレ。
（項目１０）
　前記便器ステータスは、「液体」、「固体」、および「中間」から選択される、項目９
に記載のトイレ。
（項目１１）
　前記便器ステータスは、「液体」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
項目１０に記載のトイレ。
（項目１２）
　前記便器ステータスは、「低水位」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉
鎖位置から開放位置に移動させられ、水封を復元するために十分な量の水を放出する、項
目９に記載のトイレ。
（項目１３）
　前記便器ステータスは、「固体」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
項目１０に記載のトイレ。
（項目１４）
　前記便器ステータスは、「中間」であり、前記洗浄弁は、ある持続時間にわたって閉鎖
位置から開放位置に移動させられ、前記便器を清掃するために十分な量の水を放出する、
項目１０に記載のトイレ。
（項目１５）
　前記水弁は、水源弁である、項目１に記載のトイレ。
（項目１６）
　前記便器ステータスは、「漏出」、「液体閉塞」、「固体閉塞」、および「物体」から
選択される、項目１３に記載のトイレ。
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（項目１７）
　前記水弁は、開放位置から閉鎖位置に移動させられる、項目１６に記載のトイレ。
（項目１８）
　前記便器上のユーザまたは前記便器に近接したユーザの存在を検出するための二次セン
サをさらに備え、前記二次センサは、前記マイクロコントローラに電気的に接続されてい
る、項目１に記載のトイレ。
（項目１９）
　前記二次センサは、前記便器の正面のユーザの存在を検出するための赤外線（ＩＲ）セ
ンサである、項目１８に記載のトイレ。
（項目２０）
　前記二次センサは、前記便器の中への便器内容物の堆積を検出するための赤外線（ＩＲ
）センサである、項目１８に記載のトイレ。
（項目２１）
　水洗トイレ上に搭載するためのシステムであって、前記システムは、
　ｉ）マイクロコントローラに電気的に接続されているセンサであって、前記センサは、
超音波信号を伝送するための送信機と、前記超音波信号を受信するための受信機とを備え
、前記センサは、使用時、前記信号のＴｏＦ測定値を生成するように構成されている、セ
ンサと、
　ｉｉ）マイクロコントローラと
　を備え、
　前記マイクロコントローラは、前記ＴｏＦ測定値を受信し、それを処理し、使用時の便
器ステータスを決定するように構成され、水洗トイレの少なくとも１つの水弁に電気的に
接続可能である、システム。
（項目２２）
　前記センサは、使用時、前記送信機が前記便器の第１の側に搭載可能であり、前記受信
機が前記第１の側と対向する前記便器の第２の側に搭載可能であるように構成されている
、項目２１に記載のシステム。
（項目２３）
　前記センサは、ピエゾセラミックセンサである、項目２１に記載のシステム。
（項目２４）
　前記便器上のユーザまたは前記便器に近接したユーザの存在を検出するための二次セン
サをさらに含み、前記二次センサは、前記マイクロコントローラに電気的に接続可能であ
る、項目２１に記載のシステム。
（項目２５）
　前記二次センサは、前記便器の正面のユーザの存在を検出するための赤外線（ＩＲ）セ
ンサである、項目２４に記載のシステム。
（項目２６）
　前記二次センサは、前記便器の中への便器内容物の堆積を検出するための赤外線（ＩＲ
）センサである、項目２４に記載のシステム。
（項目２７）
　水洗トイレにおける便器ステータスに対応するように便器の中に放出される水の量を調
節する方法であって、前記方法は、
　ｉ）前記便器上に搭載された送信機から前記便器の便器内容物に向かって超音波信号を
伝送することと、
　ｉｉ）受信機によって前記超音波信号を受信し、前記信号のＴｏＦ測定値を決定するこ
とと、
　ｉｉｉ）前記ＴｏＦ測定値をマイクロコントローラに電気的に伝達することであって、
前記マイクロコントローラは、前記ＴｏＦ測定値に対応する便器ステータスを決定し、あ
る持続時間にわたって第１の位置から第２の位置に移動するように前記便器と流体連通し
ている少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁に電子的に命令し、前記持続時間
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は、前記便器ステータスに対応している、ことと、
　ｉｖ）前記持続時間の経過時、前記少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁を
前記第２の位置から前記第１の位置に移動させることと
　を含む、方法。
（項目２８）
　前記送信機および受信機は、ピエゾセラミックセンサである、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　前記決定される便器ステータスは、「液体」、「固体」、および「中間」から選択され
る、項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　前記少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁は、洗浄弁であり、前記決定され
る便器ステータスは、「液体」であり、前記第１の位置は、閉鎖位置であり、前記第２の
位置は、開放位置であり、前記持続時間は、前記便器を清掃するために十分な量の水を放
出する、項目２９に記載の方法。
（項目３１）
　前記少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁は、洗浄弁であり、前記決定され
る便器ステータスは、「固体」であり、前記第１の位置は、閉鎖位置であり、前記第２の
位置は、開放位置であり、前記持続時間は、前記便器を清掃するために十分な量の水を放
出する、項目２９に記載の方法。
（項目３２）
　前記少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁は、洗浄弁であり、前記決定され
る便器ステータスは、「中間」であり、前記第１の位置は、閉鎖位置であり、前記第２の
位置は、開放位置であり、前記持続時間は、前記便器を清掃するために十分な量の水を放
出する、項目２９に記載の方法。
（項目３３）
　前記少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁は、水源弁であり、前記決定され
る便器ステータスは、「漏出」、「液体閉塞」、「固体閉塞」、および「物体」から選択
される、項目２９に記載の方法。
（項目３４）
　前記第１の位置は、開放位置であり、前記第２の位置は、閉鎖位置であり、前記持続時
間は、無期限である、項目２９に記載の方法。
（項目３５）
　トイレに項目２１に記載のシステムを取り付けることを含む前記水洗トイレの節水を強
化する方法。
（項目３６）
　水洗トイレにおける水浪費を検出および改善する方法であって、前記方法は、監視サイ
クルの周期的起動を含み、前記方法は、
　ｉ）便器上に搭載された送信機から前記便器の便器内容物に向かって超音波信号を伝送
することと、
　ｉｉ）前記超音波信号のＴｏＦ測定値を決定する受信機によって前記超音波信号を受信
することと、
　ｉｉｉ）前記ＴｏＦ測定値をマイクロコントローラに電気的に伝達することと
　を含み、
　前記マイクロコントローラは、前記ＴｏＦ測定値に対応する便器状態を決定し、前記決
定される便器状態が「通常」であるとき、前記サイクルは、終了するが、前記決定される
便器状態が「漏出」であるとき、前記マイクロコントローラは、ある持続時間または無期
限の持続時間にわたって開放位置から閉鎖位置に移動するように前記便器と流体連通して
いる少なくとも１つの電気機械的に動作させられる弁に電子的に命令する、方法。
（項目３７）
　前記起動は、２４時間に１回生じる、項目３６に記載の方法。
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（項目３８）
　水洗トイレであって、前記水洗トイレは、
　外面と内面とを有する便器と、
　前記便器の外面上に位置しているセンサと
　を備え、
　前記センサは、前記便器の内部空間内の活動を識別するように構成されている、水洗ト
イレ。
（項目３９）
　前記センサは、前記便器の外面の底部上に位置している、項目３８に記載の水洗トイレ
。
（項目４０）
　前記センサは、前記便器の外面の第１の側に位置している送信機と、前記便器の外面の
第２の側に位置している受信機とをさらに備え、前記送信機および受信機は、前記便器の
外面上の同じ軸方向高さに位置している、項目３８に記載の水洗トイレ。
（項目４１）
　前記センサと通信しているマイクロコントローラをさらに備え、前記マイクロコントロ
ーラは、前記活動への応答を開始するように構成されている、項目３８に記載の水洗トイ
レ。
（項目４２）
　前記活動は、前記便器内の固体廃棄物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの高
量洗浄を実施するために弁を開放することである、項目４１に記載の水洗トイレ。
（項目４３）
　前記活動は、前記便器内の液体廃棄物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの低
量洗浄を実施するために弁を開放することである、項目４１に記載の水洗トイレ。
（項目４４）
　前記活動は、前記便器の中への漏出であり、前記応答は、水供給弁を閉鎖することであ
る、項目４１に記載の水洗トイレ。
（項目４５）
　前記活動は、前記便器内の低水位の存在であり、前記応答は、水供給弁を開放すること
である、項目４１に記載の水洗トイレ。
（項目４６）
　前記活動は、前記便器内の高水位の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの洗浄を
防止するために閉鎖することである、項目４１に記載の水洗トイレ。
（項目４７）
　前記便器内の高水位は、前記水洗トイレ内の固体閉塞物に起因する、項目４６に記載の
水洗トイレ。
（項目４８）
　前記便器内の高水位は、前記水洗トイレの上流のライン閉塞物に起因する、項目４６に
記載の水洗トイレ。
（項目４９）
　前記活動は、中間内容物の存在であり、前記応答は、前記水洗トイレの低量洗浄を実施
することである、項目４１に記載の水洗トイレ。
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